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Ⅰ 昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日まで 

の間に生まれた男性を対象に実施するの風しん抗体 

検査について  

 

 ●実施内容  

 

    実施期間  令和５年(2023 年)年４月１日～令和６年(2024 年)３月３１日 

 

    対 象 者  昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日までの間に生まれた

男性で，風しん抗体検査・予防接種クーポン券を持参した方 

 

クーポン送付対象者 

昭和３７年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生の方  

※有効期限を令和６年（2024 年）３月までのクーポン券を令和５年（2023 年）

６月末に送付。  

 

    実施方法  詳しくは昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性  

を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第５条第１項の規定に  

基づく風しんの第５期の定期接種の実施に向けた医療機関・健診機関向け  

手引き（第５版）（以下「医療機関等手引き」という。）の第３章参照の  

こと。  
 

① クーポン券に記載の氏名と受診者が同一者か確認する。 

（運転免許証，マイナンバー，健康保険証等で確認下さい。） 

② 受診者に抗体検査受診票を記入させる。 

③ クーポン券に記載の住所地の市町村名と受診票に記載の住所（住民票の

ある住所）の市町村が一致しているか確認する。 

※不一致の場合は，検査不可。住民票のある市町村発行のクーポン券が必要。  

④ 医師の問診・診察の結果，本人の受診希望があり，かつ医師が検査必要

と判断した場合は抗体検査（採血）を実施する。 

⑤ 抗体検査（採血）終了後，クーポン券の「抗体検査券」のシール３枚を，

「風しんの抗体検査受診票」（３枚複写）のクーポン貼付欄に貼付する（各

々のクーポン券貼付欄に記載されているクーポン券を貼付し，左下の「検

査番号」にチェックを入れて下さい）。 

⑥ 抗体検査結果の伝達方法（再受診必要，文書送付等）等の説明を行う。 

⑦ 実施場所・医師名・検査年月日・医療機関等コード（左から 011＋7 桁の

医療機関コード）を記入する。（医師名は印字、スタンプで可） 

※実施場所・医師名等にゴム印を使用する場合は，３枚共に忘れずに押して下さい。  

⑧ 検査機関から抗体検査結果が報告されたら，抗体検査受診票の左下「風

しんの抗体検査の結果」，「抗体価」「単位」「判定結果」欄に必要事項

を記入する。 
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⑨ 検査結果を本人に伝え，受診票３枚目「ご本人控え」を本人に渡す（再

受診，郵送）。 

⑩ 受診票１枚目「国保連提出用」を北海道国保連合会に郵送で送る（医療

機関等手引き第４章参照）。 

 ●風しん抗体検査実施フロー図  

　  すものをいう。

・ 「抗体検査を希望しない」に☑がない
・ 個人情報取り扱いに関する同意サインがある

　　以上確認できたら抗体検査実施可能です

※1 ウイルス遺伝子検査（PCR法）による風しんウイルス遺伝子の検出，ウイルス分離・同定による風しんウイルスの検出，

　  風しん抗体の検出（IgM抗体の検出，ペア血清での抗体陽性または抗体価の有意な上昇）。

※2 風しんの予防接種とは，風しんワクチン，麻しん・風しん混合ワクチン（MR），麻しん・風しん・おたふくかぜワクチン

　  （MMR）のいずれかをいう。

※3 抗体検査結果が陰性であるとは，医療機関等手引き掲載の「風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基準」を満た

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

風しんの予防接種を受けたことがある 接種記録 ※2 希望者のみ抗体検査対象

抗体検査対象

はい

いいえ

いいえ

いいえ

罹患記録 ※1 希望者のみ抗体検査対象

検査記録

抗体陽性

抗体陰性
※3

希望者のみ
抗体検査対象

抗体検査無しで
定期予防接種実施

クーポン券の市区町村名と
本人記載の住所が一致している

風しんにかかったことがある

平成26年(2014年)4月1日以降に
風しんの抗体検査を受けたことがある

抗体検査不可。クーポン券の再発行が必要

 

 

 ●風しん抗体検査価格（全国共通）  

 

 

 
HI 法，LTI 法， ICA 法  

EIA 法，ELFA 法，  

CLEIA 法，FIA 法，  

CLIA 法  

健診等の機会に行う場合  
1,290 円  

（税込：1,419 円）  
2,680 円  

（税込：2,948 円）  

月～金曜日午前８時から午後６時までの間，

または土曜日午前８時から正午までの間に医

療機関を受診して行う場合(休日＊を除く) 

4,930 円  
（税込：5,423 円）  

6,320 円  
（税込：6,952 円）  

上記以外の時間に医療機関を受診して行う場

合  
5,430 円  

（税込：5,973 円）  
6,820 円  

（税込：7,502 円）  

   ＊日曜日，国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日，１月２日，３日，１２月２９日－３１日  
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 ●風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基準  
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Ⅱ 予防接種法第 5 条第 1 項の規定に基づく風しん第 

５期定期接種について 

 

 ●実施内容  

 

    実施期間  令和５年(2023 年)年４月１日～令和６年(2024 年)３月３１日 

 

    対 象 者  抗体検査の対象者のうち，陰性(※)の風しん抗体検査結果と予

防接種クーポン券を持参した方 

※陰性の風しん抗体検査結果とは，本事業で使用されている統一様式の

「風しんの抗体検査受診票」または平成２６年(2014 年)４月１日以降に

実施された風しんの抗体検査の結果報告用紙に記載されており，「定期

接種の対象となる風しん抗体価」の基準を満たすものを指す。  

昭和３７年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生の方で未実施者  

※有効期限を令和６年（2024 年）３月までのクーポン券を令和５年（2023 年）

６月末に送付。  

 

    実施方法  詳しくは医療機関等手引きの第３章参照のこと。  

 

① クーポン券に記載の氏名と受診者が同一者か確認する。 

（運転免許証，マイナンバー，健康保険証等で確認下さい。） 

② 説明書（10～11 ページ）を受診者に渡し，定期接種予診票を記入させる。 

③ クーポン券に記載の住所地の市町村名と受診票に記載の住所（住民票の

ある住所）の市町村が一致しているか確認する。 

※不一致の場合は，接種不可。住民票のある市町村発行のクーポン券が必要。  

④ 医師の問診・診察の結果，本人の接種希望があり，かつ医師が接種可能

と判断した場合は風しんの第５期定期接種を実施する。なお，その際の接

種液は「ＭＲ混合ワクチン」とする。 

※医師の問診・診察の結果，発熱等によりワクチン接種が不適当と判断した場合は，クー

ポン券の「予診のみ」を使用する（詳細は後述）。  

⑤ ワクチン接種後，クーポン券の「予防接種券」のシール３枚を，「風し

んの第５期の定期接種予診票」（３枚複写）のクーポン貼付欄に貼付する

（各々のクーポン券貼付欄に記載されているクーポン券を貼付して下さい）。 

⑥ 委託料改定前のクーポン券にて予防接種したものについては、実施医療

機関において、旧金額に取り消し線を引き、その下部に改定後の金額を記

載する。 

⑦ 「医師記入欄」に必要事項を記入し，３枚ともに複写されているか確認

して下さい。（医師名は印字、スタンプで可） 

⑧ 「ワクチンロット番号」欄（３枚とも）に，ワクチンシールを貼付また

は記入して下さい。 

注意 
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・明らかな発熱を呈している者･･･３７．５℃以上の者 
・重篤な急性疾患に罹っていることが明らかな者 
・予防接種液の成分によって，アナフィラキシーを呈したことが明

らかな者 
・その他，予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（個別に接種医により判断する） 

 

⑨ 接種者本人に，予診票の３枚目「ご本人控え」を渡す（接種済証となり

ます）。 

⑩ 予診票１枚目「国保連提出用」を北海道国保連合会に郵送で送る（医療機

関等手引き第４章参照）。  

 

    予診並びに予防接種不適当者及び予防接種注意者  

① 接種の実施に当たっては，被接種者本人が予防接種不適応者または予防

接種要注意者か否かを確認するため，予診票に記載されている質問事項に

対する回答に関する本人への問診を通じ，診察等を実施した上で，接種へ

の不適応要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。 

② 予診の結果，異常が認められ，予防接種実施規則第６条に規定する者（予

防接種を受けることが適当でない者）に該当する疑いのある者と判断され

る者に対しては，当日は接種を行わないこと。 

③ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については，被接種者の

健康状態および体質を勘案し，慎重に予防接種の適否を判断するととも

に，説明に基づく同意を確実に得ること。 

［注意を要する者］ 

・心臓血管係疾患，腎臓疾患，肝臓疾患，血液疾患等基礎疾患を有する者  

・過去の予防接種で発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者  

・過去にけいれんの既往がある者 

・過去に免疫不全の診断がされている者および近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  

・接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者  

④ 予防接種不適応者 

 

 

 

 

 

 

    その他 実施医療機関内で，対象者が接種医の氏名を確認できるよう，待合室の

掲示板等に「風しんの第５期の定期接種の接種医は○○医師，××医師

です」といった掲示をお願いします（医療機関等手引き第３章参照）。 

 

 ●委託料について  

 

函館市と函館市医師会とのＭＲワクチン等委託単価は，下記のとおりです。  

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン） 
9,150 円  

（税込：10,065 円）  

予診のみ  
1,805 円  

（税込：1,985 円）  
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Ⅲ 予診のみについて  

 

問診・診察の結果，予防接種を実施することが不適当と判断された場合には，

クーポン券の「予診のみ」のシールを使用する。  

 

①問診・診察の結果，予防接種を実施することが不適応と判断された場合は，

クーポン券の「予診のみ」シール３枚を「風しんの第５期の定期接種予診票」

３枚複写）のクーポン貼付欄に貼付する（各々のクーポン券貼付欄に記載さ

れているクーポン券を貼付して下さい）。 

②委託料改定前のクーポン券にて予診したものについては、実施医療機関にお

いて、旧金額に取り消し線を引き、その下部に改定後の金額を記載する。 

③「医師記入欄」に必要事項を記入。（医師名は印字、スタンプで可） 

「風しんの第５期の定期接種希望書」欄のうち，受診年月日と被接種者自署に

記入してもらう。 

④被接種者に予診票の３枚目「ご本人控え」を渡し，体調の回復後に予防接種

を受けるよう助言する。また，再受診の際も，陰性の風しん抗体検査結果と

予防接種クーポン券を持参するよう助言する。 

⑤予診票の１枚目「国保連提出用」を北海道国保連合会に郵送で送る（医療機関

等手引き第４章参照）。 

 

Ⅳ 請求方法について（医療機関等手引き第４章参照）  

 

費用の請求は，実施機関が所在している都道府県国民健康保険団体連合会（北

海道国保連合会）へ行います。費用の支払先は，原則として診療報酬または特定

健診等の振込先として指定している（医療機関コード・健診機関コードで登録さ

れている）口座です。  

 

 

その際の手順は，以下のとおりです。  

① 北海道国保連合会提出（市町村）用のクーポン券が貼付された受診票・予

診票をクーポン券の発行市町村ごとにまとめておく。 

② それぞれの市町村ごとに，市区町村別請求書を作成する。（実施月により

委託料が違うものがある場合は，混在しないように分けて作成願います。） 

③ ②で作成した市区町村別請求書をまとめた請求総括書（実績報告書）を作

成する。 

④ 請求総括書（実績報告書）および市区町村別請求書とともに，北海道国保

連提出（市町村）用のクーポン券が貼付された受診票・予診票を国保連合会

へ送付する。 

注意 

提出先  北海道国民健康保険団体連合会  

審査部審査第１課業務第２係  

〒060-0062 札幌市中央区南２条西 14 丁目 電話 011-231-5161  
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［備考］  

※１ 国保連合会への書類送付は，原則として，抗体検査の結果が判明した日または

予防接種の実施日の翌月１０日までに送付して下さい。  

※２ 請求総括書等の様式は，下記の厚生労働省ホームページからダウンロードでき

ます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00001.html  

※３ この際，請求総括書（実績報告書），市区町村別請求書，受診票・予診票は，

以下のように編綴してください。  

 

Ⅴ 副反応報告について  

 

報告基準に該当する副反応を診断した場合は，速やかに（12～14 ページ）「予

防接種後副反応疑い報告書（別紙様式１）」により，（独）医薬品医療機器総合

機構  FAX 0120-176-146 へ報告願います。  

記入要領は下記ホームページで御確認ください。  

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/prev-vacc-act/0002.html 

 

Ⅵ 委託料の支払い対象外となるケース  

 

① 令和７年（2025 年）４月 1 日以降に接種した場合。  

② 以下の方へ接種した場合。  

・接種対象者（該当年齢の方等）以外の方  

・クーポン券に記載の住所の市町村名と，受診票・予診票に記載された住所  

（住民登録されている住所）の市町村が異なる場合  

③ 接種量 0.5ml を守らないで接種した場合。  
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Ⅶ Ｑ＆Ａ（医療機関等手引き第５章一部抜粋）  

 

医療機関等手引き第５章に記載されているＱ＆Ａの一部を抜粋しています。 

 

Ｑ１： 自分は対象者かつ医師ですが，自分の病院で抗体検査および定期接種を

実施してもよいでしょうか。 

Ａ１： 抗体検査または定期接種を実施していただいて構いません。 

 

Ｑ２： これまでに風しんにかかったかどうか，不明な場合はどうしたらよいで

しょうか。 

Ａ２： 風しんの抗体検査受診票の「これまでに風しんにかかったことがありま

すか」の問いに，「いいえ」を選択するようお伝えください。 

 

Ｑ３： 過去に風しんの抗体検査を受けていた場合はどのように扱えばよいでし

ょうか。 

Ａ３： 風しんの抗体検査を受けた時期，抗体検査の結果，抗体検査の結果を保

有しているかを確認してください。平成 26 年度以降に風しんの抗体検査

を受け，検査結果が陽性であり，その記録を保有している場合は，本対策

の風しんの抗体検査を実施しなくて構いませんが，受診者か受検を希望さ

れる場合は，抗体検査を実施してください（この際，受診票の医師記入欄

の｢平成 26 年 4 月 1 日以降の風しんの抗体検査の結果｣が｢あり｣と記載さ

れていても，｢以上の問診の結果，今回の抗体検査｣は｢必要｣と記載した上

で，抗体検査を実施していただいて差し支えありません。）。 

平成 26 年度以降に検査を受けていても，風しんの抗体検査結果を未保

有である場合や，抗体検査を受けた時期が平成 25 年度以前である場合は，

風しんの抗体検査の対象となりますので，対象者に受検するようお伝えく

ださい。 

なお，平成 26 年度以降に風しんの抗体検査を受け，風しんの第５期の

定期接種の対象となる抗体価であることが確認できた場合は，抗体検査を

受けることなく，風しんの第５期の定期接種を実施することが可能です。

この場合は，風しんの抗体検査の受診票を作成する必要はありません。 

 

Ｑ４： 過去に風しんの予防接種を受けていた場合はどのように扱えばよいでし

ょうか。 

Ａ４： 過去に風しんの予防接種を受けたことがあり，かつ，その記録が確認で

きる場合は，本対策の抗体検査および予防接種を実施しなくても構いませ

んが，受診者が風しんの抗体検査または風しんの第５期の定期接種を希望

される場合は，風しんの抗体検査を実施しても構いません（この際，受診

票の医師記入欄の｢これまでの風しんのワクチン接種歴が｢あり｣と記載さ

れていても，｢以上の問診の結果，今回の抗体検査｣は｢必要｣と記載した上

で，抗体検査を実施していただいて差し支えありません。）。 



 

 

９ 
 

過去に任意接種で風しんの予防接種を受けたことがある場合，抗体検査

の結果，十分な量の抗体がないことを証明できる場合は定期接種の対象と

して取り扱うことができます。なお，風しんの第５期の定期接種において

は１回接種となっていますので，２回を超えて接種することはできませ

ん。 

予防接種の記録が確認できない場合は風しんの抗体検査の対象となり

ますので，受診者に抗体検査を受検するようお伝えください。 

 

Ｑ５： 費用の請求は，いつ頃，どのようにすればよいでしょうか。 

Ａ５： 原則として，風しんの抗体検査の結果が判明した日または風しんの第５

期の定期接種の実施日の翌月以降の 10 日までに，国保連へ，以下の書類

を送付してください。 

① 請求総括書（総計） 

② 請求総括書（小計） 

③ 風しんの抗体検査受診票または風しんの第５期の定期接種予診票 

なお，国保連への書類送付に当たっては，医療機関等手引き第４章をご

確認ください。 

 

Ｑ６： 国保連からは，いつ頃お金が振り込まれるのでしょうか。 

Ａ６： 国保連での書類受理後，原則として翌月末までに振り込まれます。たと

えば，実施機関が 2019 年 7 月 10 日までに国保連に請求した金額は，原則

として，2019 年 8 月末までに振り込まれます。なお，振込額は１件ごと消

費税を乗じたうえで（１円未満切捨て），合計した金額となります。 

ただし，国保連での処理の都合上，振込が遅れる可能性がありますので，

あらかじめご了承ください。 

 

Ｑ７： 抗体検査を行う上で，優先すべき検査法はありますか。 

Ａ７： ありません。これまで HI 法，EIA 法が主に用いられていましたが，本手

引き３ページに記載の「風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基

準」にある検査法であればどの方法でも構いません。なお，風しんの抗体

検査を外注する場合，外注先で特定の検査法に注文が集中していると結果

の報告に遅れ等が生じる場合がありますので，検体数が多い場合は急ぎで

結果の報告を受けたい場合等は，外注先の状況を聞いて検査方法を選択す

ることをお勧めします。 

 

Ｑ８： 抗体検査を外注する場合，外注機関が実施機関へ報告する内容はどのよ

うなものですか。 

Ａ８： 検体が誰からいつ取られたものかを特定するための情報のほか，抗体価

（単位含む），検査法，使用した試薬名が必要です。ただし，オーダー内

ですべて同じ試薬を用いている場合等，検査法および使用した試薬名が明

らかな場合には，必ずしも検体ごとに報告を求める必要はありません。 


